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１．公共施設等総合管理計画策定の背景と目的 

（１）公共施設等総合管理計画策定の背景 

 全国的に高度経済成長期に整備した公共施設の多くで老朽化が進行し、近い将来、一斉に更新時期

を迎えようとしています。 

 国においては、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関

する関係省庁連絡会議決定）を定め、インフラを管理・所管する者に対し、当該施設の維持管理費や

更新を着実に推進するための行動計画や施設ごとの個別施設計画の策定を要請しています。 

 

 

（参考：総務省［インフラ長寿命化計画の体系］） 

 

 

 本町においても、人口急増期にあたる昭和 40 年代後半から多くの公共施設を整備してきましたが、

現在、これらが建築後 40 年から 50 年余りが経過し、老朽化が進行している状況です。 

 これら施設の老朽化に伴い事故等の発生確率が増すことにより、住民が安心、安全に公共施設サー

ビスを受けることに支障をきたすことを懸念しています。 

 今後、これらの施設が、大規模な修繕や建替えなどの更新時期を迎えていくことになりますが、生

産年齢人口の減少による税収の減少や高齢者の増加による社会保障経費の増加などにより厳しい財

政見通しであることから、保有する全ての公共施設の数と規模をそのまま維持管理し、更新していく

ことは困難となっています。  

【個別施設計画】 【個別施設計画】 

【国】 【地方】 

【基本計画】 

インフラ長寿命化基本計画【国】 

（平成 25 年 11 月策定） 

【行動計画】 

各省庁が策定 

（平成 28 年度までに策定） 

【行動計画】 

公共施設等 

総合管理計画 

学校 河川 道路 学校 河川 道路 

Ⅰ 公共施設等総合管理計画の概要
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（２）公共施設等総合管理計画の目的 

 

 これまで、拡大する行政需要や住民ニーズの多様化に応じて整備を進めてきた公共施設等が、老朽

化による更新時期の到来や、大規模災害への対応が必要となっています。さらに財政状況の厳しさが

続いていることも踏まえ、少子高齢化等の社会構造の変化に応じた計画的な更新・統廃合・長寿命化

等の検討、財政負担の軽減・平準化、公共施設等の最適な配置の実現が必要となっています。 

 本計画は、各種個別施設計画の内容及び令和３年１月 26 日付けの総務省通知を踏まえて改訂した

ものとなります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画の位置づけ 

 

 本町のまちづくりの最上位に位置付けられる「第６次礼文町まちづくり総合計画」をはじめとする

各種計画があり、本計画においては施設ごとの取組に対して、基本的な方針を提示するものです。 
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２ 本計画の対象となる公共施設等の範囲と計画期間 

（１）本計画における対象となる公共施設 

 本町が保有する公共施設等のうち、公共施設（建築物）とインフラ系施設を対象とします。公共施

設（建築物）については、行政施設、医療施設、福祉施設、学校教育関連施設、スポーツ・文化交流

施設、レクリエーション・観光施設、交通基盤施設、保養施設、コミュニティ施設、公営住宅、公園

施設、環境衛生施設、消防・防災施設、上下水道関連施設、その他の施設の 15 類型に分類しました。 

 また、インフラ系施設については、道路、橋梁、河川、治山、上下水道施設、その他の 6 種類を対

象として、現状等の把握や基本的な方針を検討します。 

 

■公共施設等の分類 

大分類 番号 施設分類名称 主な施設 

公
共
施
設
（
建
築
物
） 

1 行政施設 役場庁舎、船泊支所 

２ 医療施設 診療所、歯科診療所 

３ 福祉施設 保育所、老人福祉寮 

４ 学校教育関連施設 小学校 3 校、中学校 2 校、教員住宅 

５ スポーツ・文化交流施設 町民活動総合センター、体育館、スキー場 

６ レクリエーション・観光施設 カナリアパーク、植物園、キャンプ場 

７ 交通基盤施設 フェリーターミナル、バス待合所 

８ 保養施設 礼文町総合交流促進施設 

９ コミュニティ施設 町民センター、各地区自治会館 

10 公営住宅 各公営住宅 

11 公園施設 各公園内の管理棟など 

12 環境衛生施設 埋立処分施設、ごみ処理施設、公衆便所 

13 消防・防災施設 消防支署、分遺所、避難所 

14 上下水道関連施設 浄水場、ポンプ室、アクアプラント 

15 その他の施設 
旧校舎、葬斎場、アワビ育成センター、 

漁業者支援住宅、職員住宅 

イ
ン
フ
ラ
系
施
設 

１ 道路 町道、林道など 

２ 橋梁 橋梁 

３ 河川 河川堤防 

4 治山 治山施設 

5 上下水道施設 管渠（上水道、下水道）など 

6 その他 港湾、公共灯など 
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（２）計画期間 

 計画期間は、平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年度までの 10 年間とし、今後の上位・関連

計画や社会情勢の変化などに応じて適宜見直しを行っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 礼文町の概要 

（１）町のおいたち 

江戸時代の前期にあたる 1685 年に松前藩の直轄地として宗谷場所が開設され、礼文は利尻ととも

に付属場所として開設されました。以後、アイヌ民族による煎海鼠（いりこ）や鰊漁による和人との

交易場所として徐々に開拓されてきました。その後、和人が移住し、明治 13 年には香深村戸長役場

が設置され、さらに明治 25 年には船泊村が香深村から分村しました。第２次世界大戦終了後の昭和

31 年に香深村と船泊村が合併して礼文村となり、昭和 34 年には礼文町が誕生し、水産業の町として

発展してきました。また、昭和 49 年には国立公園に指定され、多くの観光客が全国から訪れるよう

になり、すぐれた景観と貴重な高山植物の宝庫として、「花の浮島」と称される観光の島としても発展

を遂げてきました。 

 

（２）町の概況 

①位置 

礼文町は、日本最北端の島として、１郡１島で構成されている町です。礼文島は、日本最北端の島

として、北海道北端の稚内沿岸より西方 59 ㎞の日本海上に位置し、その東南には、幅約 8 ㎞の礼文

水道をへだてて利尻島と向き合っています。島の周囲は 72 ㎞、面積は 82 ㎢で、南北 29 ㎞、東西 8

㎞と南北に長く、逆三角形の形状をしています。 

 

 

 

 

 

平成 29（2017）年度～令和 8（2026）年度 

  

 

計画期間「10 年間」 
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■礼文町の位置 

 

 

②地勢 

 礼文島はアイヌ語「レプンシリ」に由来し、「沖の島」という意味で隣接する利尻島とは、輪郭はも

とより、地形、地質、さらに生成時期などにおいて、まったく趣が異なっています。上記の通り礼文

島は南北に細長い形状の島で、島内中央部の最高地点である 礼文岳 490m を除き、南部と中部の標

高はおおむね 200～300m の丘陵地が連続し、東側は海岸線に向かってしだいに下降して海に達して

います。一方、西側は急斜する海蝕崖として、断崖絶壁となり海に臨んでおり、車では島を一周する

ことはできません。また、北部は 100m 内外の平坦な丘陵地帯で久種湖周辺に低地が存在しますが、

湿地帯となっています。このような地形のため、利用できる平地はあまり多くありません。 

 

③気候 

礼文島は日本最北端の宗谷地方の気候、総じて北洋の気候に属しますが、日本海側のため対馬暖流

の影響を受け、内陸の気候と比べると比較的温暖です。 

オホーツク海から流入する流氷の影響もほとんどなく、夏期は冷涼で冬期は内陸と比べるとやや温

暖な気候となっています。 

春は曇天日数や降水量が少なく秋と並んで晴れる日が多く日照率が高くなります。初夏はオホーツ

ク海高気圧の影響で曇りや雨の日が多く、霧の発生も多くなります。夏は北太平洋高気圧の勢力が強

いと晴天が続き気温が上昇しますが、オホーツク海高気圧が発達すると冷夏となる日もあります。 

秋は比較的天候が安定しますが徐々に大陸の高気圧に支配され気温が低くなり、冬は雪の降る日が

しだいに多くなり、大陸性の高気圧の影響を受けて北西の季節風が強くなり、内陸ほど気温は下降し

ませんが積雪は多く、強風の厳しい季節を迎えます。 
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④産業 

 礼文町の産業は、漁業と観光を基幹産業としています。漁業では年間を通して海の幸に恵まれてい

ますが、特に夏にはエゾバフンウニ、利尻昆布、ホッケなどの産地として有名です。またウニ丼の発

祥地としても知られています。 

観光では高緯度の冷涼な気候であることから高山植物が咲き、「花の浮島」としても知られていま

す。夏にはレブンソウ、レブンアツモリソウ、レブンウスユキソウなど、多くの礼文島固有の稀少な

高山植物に彩られる植生と多くの奇岩を有する自然の造形、或いは島内に点在する遺跡群は、日本の

重要文化財にも指定される歴史の足跡を辿ることができ、総じて自然と歴史と生活風土が、訪れる観

光客に充分な感銘を与えています。 
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１．将来の人口 現状と予測～礼文町人口ビジョンより 

 

 礼文町の人口は、昭和 30（1955）年の 9,874 人をピークに減少が続き、平成 27（2015）年に行わ

れた国勢調査では、2,773 人でした。 

 町独自の推計によると、令和 22（2040）年には 1,755 人になり、平成 27（2015）年時点と比較す

ると、約 63％程度になる見込みです。 

 人口減少に伴い税収等も減少し施設更新の財源が乏しくなるだけでなく、通常の維持管理費用も厳

しくなるため、現状の施設数や面積は削減しなければなりません。 

 

■総人口の推移 

（単位：人） 

 

 

  

Ⅱ 公共施設を取り巻く環境
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地方税

289百万円

5.2%

地方交付税

2,377百万円

42.9%

その他一般財源

88百万円

1.6%

地方債

890百万円

16.1%

国庫支出金

786百万円

14.2%

都道府県支出金

303百万円

5.5%

その他特定財源

815百万円

14.7%

一般財源

50%

特定財源

50%

令和２年度

55.5億円

２．本町の財政状況 

（１）歳入の状況 

 令和 2 年度の一般会計を基に本町の歳入の状況をみると、町税（地方税）が約 2.9 億円で、地方交

付税が約 23.8 億円となっています。 

 

 

  

39.0 
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H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

（億円）

その他特定財源

都道府県支出金

国庫支出金

地方債

その他一般財源

地方交付税

地方税
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（２）歳出の状況 

 令和２年度の一般会計を基に本町の歳出の状況をみると、投資的経費が約 10.6 億円で、物件費が

約 8.7 億円となっています。 

 

 

38.2 
40.2 40.8 

54.3 

43.5 

49.6 
52.1 

54.4 

51.3 
52.4 

0

10

20

30

40

50

60

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

（億円）

その他経費

維持補修費

物件費

投資的経費

公債費

扶助費

人件費

人件費

619百万円

11.8%

扶助費

108百万円

2.1%

公債費

683百万円

13.0%

投資的経費

1,061百万円

20.3%

物件費

875百万円

16.7%

維持補修費

131百万円

2.5%

その他経費

1,762百万円

33.6%
義務的経費

26.9%

投資的経費

20.3%

その他経費

52.8%
令和２年度

52.4億円
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３．公共施設（建築物）の状況 

（１）礼文町の公共施設（建築物）の所有状況 

 令和２年度末（令和３年３月 31 日）現在の公共施設（建築物）の延べ床面積合計は約 7.8 万㎡と

なっており、その内訳は、大きい順で学校教育関連施設が 21.4％、公営住宅が 14.6％、その他の施設

が 13.5％と続きます。 

 

番号 資産分類 
施設数

(棟) 

延床面積 

（㎡） 
割合（％） 

人口一人当たりの 

面積（㎡） 

1 行政施設 4 5,299.19 6.8% 2.25  

2 医療施設 4 3,347.64 4.3% 1.42  

3 福祉施設 3 1,353.76 1.7% 0.57  

4 学校教育関連施設 47 16,737.78 21.4% 7.09  

5 スポーツ・文化交流施設 5 7,752.61 9.9% 3.29  

6 レクリエーション・観光施設 12 991.65 1.3% 0.42  

7 交通基盤施設 9 2,668.32 3.4% 1.13  

8 保養施設 1 1,628.02 2.1% 0.69  

9 コミュニティ施設 28 4,624.74 5.9% 1.96  

10 公営住宅 32 11,406.26 14.6% 4.83  

11 公園施設 3 304.64 0.4% 0.13  

12 環境衛生施設 21 4,063.34 5.2% 1.72  

13 消防・防災施設 28 5,050.91 6.5% 2.14  

14 上下水道関連施設 2 2,380.01 3.0% 1.01  

15 その他の施設 55 10,530.40 13.5% 4.46  

合 計 254 78,139.27 100.0% 33.11  

※固定資産台帳より作成 

※人口は令和 4 年 1 月住民基本台帳（2,360 人） 

   

行政施設

6.8%

医療施設

4.3%

福祉施設

1.7%

学校教育関連施設

21.4%

スポー

ツ・文化

交流施設

9.9%

レクリエーション・観光

施設

1.3%
交通基盤施設

3.4%

保養施設

2.1%

コミュニ

ティ施

設

5.9%

公営住宅

14.6%

公園施設

0.4%

環境衛生施設

5.2%

消防・防災施設

6.5%

上下水道関連施設

3.0%
その他の施設

13.5%
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（２）公共施設老朽化の状況 

①建築経過年数の状況 

 個別施設計画で記載した公共施設の建築からの経過年数をみると、築 30 年未満の公共施設は全体

の 69.2％となっており、築年数 30 年以上の公共施設は 30.8％となっています。 

 特に築 40 年以上経過した公共施設は全体の 7.3％を占めています。 

（単位：㎡） 

番号 分類名称 
築 10 年 

未満 

築 10 年以上

20 年未満 

築 20 年以上

30 年未満 

築 30 年以上

40 年未満 
築 40 年以上 計 

1 行政施設 71.28  0.00  1,869.98  3,357.93  0.00  5,299.19  

2 医療施設 17.78  2,821.86  289.00  219.00  0.00  3,347.64  

3 福祉施設 499.89  0.00  853.87  0.00  0.00  1,353.76  

4 学校教育関連施設 8,964.00  0.00  4,484.91  3,177.27  111.60  16,737.78  

5 ｽﾎﾟｰﾂ・文化交流施設 0.00  477.08  7,275.53  0.00  0.00  7,752.61  

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 349.22  0.00  260.00  382.43  0.00  991.65  

7 交通基盤施設 185.63  0.00  27.32  2,455.37  0.00  2,668.32  

8 保養施設 0.00  1,628.02  0.00  0.00  0.00  1,628.02  

9 コミュニティ施設 542.55  0.00  604.42  2,007.97  1,469.80  4,624.74  

10 公営住宅 614.14  1,266.78  5,691.78  2,402.24  1,431.32  11,406.26  

11 公園施設 0.00  71.28  0.00  233.36  0.00  304.64  

12 環境衛生施設 1,287.22  129.80  1,856.98  775.44  13.90  4,063.34  

13 消防・防災施設 3,660.77  0.00  100.00  1,118.94  171.20  5,050.91  

14 上下水道関連施設 0.00  2,380.01  0.00  0.00  0.00  2,380.01  

15 その他の施設 1,356.65  7.00  4,422.63  2,208.30  2,535.82  10,530.40  

合 計 17,549.13  8,781.83  27,736.42  18,338.25  5,733.64  78,139.27  

割 合 22.5% 11.2% 35.5% 23.5% 7.3% 100.0% 

 

   

築10年未満

22.5%

築10年以上20年

未満

11.2%

築20年以上30年

未満

35.5%

築30年以上40年

未満

23.5%

築40年以上

7.3%
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②有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）の状況 

 建築物の老朽化は一般に、「減価償却累計額/取得価額」で表され、どの程度償却が進行しているの

か、すなわち、腐朽が進行しているかが、その指標となります。本町の有形固定資産減価償却率は全

体で、45.2％と比較的新しい施設が多い状況となっています。 

 

■資産別の有形固定資産減価償却率 

番号 分類名称 取得価額（千円） 
減価償却累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

1 行政施設 873,058 601,351 68.9% 

2 医療施設 1,212,398 536,028 44.2% 

3 福祉施設 472,383 206,707 43.8% 

4 学校教育関連施設 3,975,979 1,548,611 38.9% 

5 スポーツ・文化交流施設 2,824,899 1,478,550 52.3% 

6 レクリエーション・観光施設 298,434 207,049 69.4% 

7 交通基盤施設 969,734 527,533 54.4% 

8 保養施設 525,883 105,177 20.0% 

9 コミュニティ施設 667,468 462,162 69.2% 

10 公営住宅 1,334,910 750,046 56.2% 

11 公園施設 70,520 64,275 91.1% 

12 環境衛生施設 2,752,017 1,011,457 36.8% 

13 消防・防災施設 1,651,551 236,144 14.3% 

14 上下水道関連施設 1,735,109 751,250 43.3% 

15 その他の施設 2,446,993 1,374,571 56.2% 

合 計 21,81,337 9,860,911 45.2% 

③有形固定資産減価償却率の推移 

 建築物の減価償却率は、平成 28 年度に 41.4％でしたが令和 2 年度には 45.2％と増加しておりま

す。 
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（３）資産分類別の施設の状況 

 資産分類別の施設の状況については、以下のとおりです。有形固定資産減価償却率は令和２年度末

の数字で計算可能な施設を表示しています。施設関連コストは、直近４年間の平均で、光熱水費や修

繕費、工事費等が含まれています。 

 

①行政施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

礼文町役場庁舎 1987 33 3,357.93 70.4% 22,868 

船泊支所（輝交流館） 1995 25 1,869.98 48.0% 17,806 

船泊支所車庫（スクールバス） 2011 9 37.26 33.6% 1,215 

船泊支所車庫（ホイールローダ） 2017 3 34.02 8.4% 1,831 

 

■礼文町役場庁舎    ■船泊支所（輝交流館） 
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②医療施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

礼文町国民健康保険船泊診療所 2002 18 2,821.86 37.4% 286,074 

礼文町香深歯科診療所 1993 27 289.00 100.0% 2,480 

礼文町船泊歯科診療所 1984 36 219.00 100.0% 484 

仮設診察室 2020 0 17.78 0.0% - 

 

■礼文町国民健康保険船泊診療所   ■礼文町香深歯科診療所 
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③福祉施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

老人福祉寮 2000 20 224.78 41.8% 7,299 

香深保育所 1995 25 629.09 52.8% 22,586 

船泊保育所 2011 9 499.89 33.6% 14,279 

 

■老人福祉寮     ■船泊保育所 
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④学校教育関連施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

礼文小学校校舎 2020 0 1,137.00 0.0% - 

礼文小学校校舎（改築） 1985 35 1,024.00 74.8% - 

礼文小学校屋内体育館 2015 5 823.00 8.8% - 

香深井小学校校舎 1998 22 1,150.00 46.2% - 

香深井小学校屋内体育館 1999 21 618.82 44.0% - 

船泊小学校校舎 2017 3 1,856.00 4.4% - 

船泊小学校屋内体育館 2018 2 701.00 2.2% - 

香深中学校校舎 2013 7 2,381.00 13.2% - 

香深中学校屋内体育館 1994 26 852.00 55.0% - 

船泊中学校校舎 2011 9 2,066.00 17.6% - 

船泊中学校屋内体育館 1984 36 701.00 77.0% - 

礼文小学校教員住宅① 1983 37 66.20 100.0%  

礼文小学校教員住宅② 1986 34 67.07 100.0% - 

礼文小学校教員住宅④ 1988 32 181.00 83.7% - 

礼文小学校教員住宅⑤ 1990 30 135.00 78.3% - 

礼文小学校教員住宅⑥ 1995 25 69.90 64.8% - 

礼文小学校教員住宅⑦ 1995 25 69.90 64.8% - 

香深井小学校教員住宅① 1983 37 66.20 100.0% - 

香深井小学校教員住宅② 1985 35 67.00 100.0% - 

香深井小学校教員住宅③ 1989 31 139.80 81.0% - 

香深井小学校教員住宅④ 1991 29 139.80 75.6% - 

香深井小学校教員住宅⑤ 1996 24 69.90 62.1% - 

船泊小学校教員住宅① 1973 47 55.80 100.0% - 

船泊小学校教員住宅② 1974 46 55.80 100.0% - 

船泊小学校教員住宅③ 1989 31 192.06 81.0% - 

船泊小学校教員住宅④ 1992 28 69.90 72.9% - 

船泊小学校教員住宅⑤ 1995 25 186.42 64.8% - 

船泊小学校教員住宅⑥ 1996 24 139.80 62.1% - 

旧神崎小学校教員住宅① 1982 38 66.20 100.0% - 

旧神崎小学校教員住宅② 1986 34 67.07 100.0% - 

旧神崎小学校教員住宅③ 1991 29 69.90 75.6% - 

旧神崎小学校教員住宅④ 1991 29 69.90 75.6% - 

旧神崎小学校教員住宅⑤ 1993 27 69.90 70.2% - 

旧上泊小学校教員住宅① 1983 37 66.20 100.0% - 

旧上泊小学校教員住宅② 1988 32 65.61 83.7% - 
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施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

旧上泊小学校教員住宅③ 1996 24 69.90 62.1% - 

香深中学校教員住宅② 1987 33 67.00 100.0% - 

香深中学校教員住宅③ 1990 30 139.80 78.3% - 

香深中学校教員住宅④ 1992 28 139.80 72.9% - 

香深中学校教員住宅⑤ 1993 27 69.90 70.2% - 

香深中学校教員住宅⑥ 1994 26 139.80 67.5% - 

香深中学校教員住宅⑦ 1997 23 69.97 100.0% - 

船泊中学校教員住宅① 1984 36 66.06 100.0% - 

船泊中学校教員住宅② 1992 28 139.80 72.9% - 

船泊中学校教員住宅③ 1992 28 69.90 72.9% - 

船泊中学校教員住宅④ 1994 26 69.90 67.5% - 

船泊中学校教員住宅⑤ 1996 24 139.80 62.1% - 

 

■船泊小学校     ■香深中学校 
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⑤スポーツ・文化交流施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

町民活動総合センター（ピスカ 21） 1992 28 3,292 54.0% 23,547 

総合体育館（潮騒ドーム） 1997 23 3,750 48.4% 14,159 

富士見ヶ丘スキー場管理棟 1999 21 134.16 84.0% 1,718 

久種湖畔スキー場管理棟 1994 26 99.37 100.0% 1,685 

礼文島交流施設 2006 14 477.08 59.8% 38,309 

 

■町民活動総合センター（ピスカ 21）  ■総合体育館（潮騒ドーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■富士見ヶ丘スキー場管理棟   ■久種湖畔スキー場管理棟 
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⑥レクリエーション・観光施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

北のカナリアパーク展示室（校舎） 2011 9 178.11 36.8% 583 

北のカナリアパーク展望休憩施設 2012 8 91.59 32.2% 11,598 

北のカナリアパークカフェ 2019 1 74.52 0.0% 47,017 

西上泊園地休憩所 1992 28 112.62 100.0% 170 

高山植物培養センター 1985 35 238.60 100.0% 14,105 

高山植物培養ビジターセンター 1989 31 81.19 100.0% 20 

高山植物マルチプルステーション 1990 30 62.64 100.0% 15 

久種湖畔キャンプ場管理棟 1996 24 93.86 100.0% 12,433 

久種湖畔キャンプ場シャワー棟 2016 4 5.00 8.1% 4 

桃岩展望台フラワーレンジャーハウス 1991 29 25.52 100.0% 2,166 

礼文林道フラワーレンジャーハウス 1991 29 11.44 100.0% 2,164 

アツモリソウ群生地管理棟 1991 29 16.56 100.0% 805 

 

■北のカナリアパーク  ■西上泊園地休憩所  ■高山植物培養センター 

 

■高山植物培養ビジターセンター ■久種湖畔キャンプ場  ■桃岩展望台 
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⑦交通基盤施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

香深港フェリーターミナル 1989 31 2,438.36 60.0% 24,210 

香深港フェリーターミナル 

ボーディングブリッジ 
2014 6 185.63 29.5% 18 

知床バス待合所 1996 24 4.86 100.0% - 

高校前バス待合所 1998 22 7.88 96.6% - 

空港下バス待合所 1997 23 4.86 100.0% - 

大備バス待合所 1981 39 12.15 100.0% - 

浜中バス待合所 1991 29 4.86 100.0% - 

須古頓バス待合所 1996 24 4.86 100.0% - 

西上泊バス待合所 1989 31 4.86 100.0% - 

 

■香深港フェリーターミナル   ■バス待合所 
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⑧保養施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

礼文町総合交流促進施設 

（礼文島温泉うすゆきの湯） 
2009 11 1,628.02 20.0% 36,193 

 

■礼文島温泉うすゆきの湯 
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➈コミュニティ施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

町民センター 1977 43 847.00 92.4% 10,113 

内路自治会館 1985 35 175.56 100.0% 35 

起登臼自治会館 1997 23 99.00 100.0% 116 

香深井第一自治会館 1986 34 125.00 100.0% 25 

香深井第二自治会館 1980 40 105.00 100.0% 8,760 

手然自治会館（寿の家） 1980 40 106.00 100.0% 48 

会所前自治会館 1984 36 176.00 100.0% 186 

入舟自治会館 1981 39 152.36 100.0% 31 

尺忍自治会館 1990 30 119.00 100.0% 24 

差閉コミュニティセンター 1999 21 149.00 92.0% 95 

奮部自治会館 1981 39 136.35 100.0% 17 

知床自治会館 1981 39 165.62 100.0% 8,321 

元地自治会館 1988 32 137.45 100.0% 8,288 

赤岩自治会館 1992 28 119.25 100.0% 8,242 

上泊自治会館 1983 37 119.25 100.0% 24 

高山自治会館 1992 28 99.30 100.0% 28 

幌泊自治会館 1978 42 106.40 100.0% 21 

五番地自治会館 1989 31 112.62 100.0% 27 

大備自治会館 1982 38 188.80 100.0% 8,117 

大備第三自治会館 1983 37 163.96 100.0% 57 

浜中自治会館 1987 33 132.50 100.0% 8,023 

江戸屋自治会館 1978 42 73.28 100.0% - 

鉄府自治会館（寿の家） 1981 39 103.50 100.0% 21 

西上泊自治会館 1979 41 116.19 100.0% 7,942 

須古頓自治会館 1996 24 137.87 100.0% 27 

海防会館 1980 40 115.93 100.0% - 

ふれあいコミュニティセンター 2016 4 440.55 13.8% 7,891 

津軽町コミュニティ会館 2020 0 102.00 0.0% - 

■町民センター     ■津軽町コミュニティ会館 
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⑩公営住宅 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

富士見団地（棟№3）1 棟 8 戸 1987 33 545.28 86.4% - 

富士見団地（棟№4）1 棟 8 戸 1989 31 545.28 81.0% - 

富士見団地（棟№5）1 棟 4 戸 1990 30 272.64 78.3% - 

富士見団地（棟№6）1 棟 4 戸 1991 29 272.64 75.6% - 

富士見団地（棟№7）1 棟 4 戸 1992 28 272.64 72.9% - 

富士見団地（棟№8）1 棟 4 戸 2002 18 293.68 45.9% - 

津軽町団地（棟№6）1 棟 2 戸 1977 43 127.72 100.0% - 

津軽町団地（棟№7）1 棟 2 戸 1977 43 119.98 100.0% - 

津軽町団地（棟№8）1 棟 2 戸 1977 43 119.98 100.0% - 

津軽町団地（棟№1）1 棟 6 戸 1998 22 550.12 46.2% - 

津軽町団地（棟№1－1）1 棟 12 戸 1999 21 1,083.16 44.0% - 

香深井団地（棟№1）1 棟 4 戸 1978 42 228.32 100.0% - 

香深井団地（棟№2）1 棟 4 戸 1979 41 238.96 100.0% - 

香深井団地（棟№3）1 棟 4 戸 1982 38 238.92 99.9% - 

香深井団地（棟№4）1 棟 4 戸 1992 28 293.68 72.9% - 

元地団地（棟№2）1 棟 4 戸 1973 47 213.20 101.2% - 

元地団地（棟№3）1 棟 4 戸 1995 25 647.96 52.8% - 

元地団地（棟№5）1 棟 8 戸 2010 10 647.96 19.8% - 

大備団地（棟№4）1 棟 4 戸 1984 36 254.84 94.5% - 

大備団地（棟№5）1 棟 8 戸 1988 32 545.28 83.7% - 

大備団地（棟№6）1 棟 8 戸 1993 27 615.20 70.2% - 

大備団地（棟№7）1 棟 4 戸 1994 26 336.71 100.0% - 

大備団地（棟№8）1 棟 4 戸 1994 26 336.71 100.0% - 

大備団地（棟№9）1 棟 4 戸 1995 25 316.34 52.8% - 

大備団地（棟№10）1 棟 4 戸 1995 25 316.34 52.8% - 

大備団地（棟№11）1 棟 4 戸 1996 24 325.14 50.6% - 

大備団地（棟№12）1 棟 4 戸 1996 24 325.14 50.6% - 

大備団地（棟№13）1 棟 6 戸 2001 19 325.14 82.8% - 

須古頓団地（棟№1）1 棟 2 戸 1978 42 127.72 100.0% - 

須古頓団地（棟№2）1 棟 4 戸 1978 42 255.44 100.0% - 

大備団地 A 号棟 1 棟 4 戸 2019 1 307.07 0.0% - 

大備団地 B 号棟 1 棟 4 戸 2020 0 307.07 0.0% - 
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■元地団地      ■大備団地 
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⑪公園施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

礼文町緑ヶ丘公園管理棟 1987 33 145.00 100.0% 4,924 

礼文町総合公園管理棟 1983 37 88.36 72.0% 3 

礼文町自然体験公園管理棟 2003 17 71.28 89.6% 2,916 

 

■礼文町緑ヶ丘公園管理棟   ■礼文町自然体験公園管理棟 
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⑫環境衛生施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

旧ごみ処理施設（ごみ焼却施設） 1985 35 763.29 68.0% 37,869 

ごみ処理施設 2019 1 983.26 0.0% 650,279 

し尿一次処理施設 1999 21 1,392.40 40.0% 16,327 

埋立処分地施設 

（1 期目浸出水処理棟） 
1993 27 210.00 52.0% 17,615 

埋立処分地施設 

（2 期目浸出水処理棟） 
2004 16 35.75 30.0% - 

埋立処分地施設 

（3 期目浸出水処理棟） 
2014 6 110.10 10.0% - 

埋立処分地施設（計量管理棟） 2014 6 132.78 10.0% 2,781 

ごみ処理施設（ストックヤード） 2002 18 94.05 100.0% - 

破砕機格納庫 2017 3 38.88 11.8% - 

公衆便所①（香深新港） 1994 26 31.05 100.0% - 

公衆便所②（知床） 1993 27 18.31 100.0% - 

公衆便所③（ウスユキソウ群生地） 2011 9 22.20 53.6% - 

公衆便所④（会所前） 1996 24 90.20 62.1% - 

公衆便所⑤（元地漁港） 1980 40 13.90 100.0% - 

公衆便所⑥（桃岩展望台） 1997 23 42.25 100.0% - 

桃岩展望台公衆便所ポンプ室 1997 23 9.00 100.0% - 

公衆便所⑦（桃台・猫台） 1989 31 12.15 100.0% - 

公衆便所⑧（ｳｴﾝﾅｲ） 1998 22 12.75 56.7% - 

公衆便所⑨（内路） 1992 28 18.31 100.0% - 

公衆便所⑩（五番地） 1995 25 14.40 72.0% - 

公衆便所⑪（浜中） 1991 29 18.31 100.0% - 
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■ごみ処理施設     ■し尿一次処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■埋立処分地施設（計量管理棟）   ■公衆便所（内路地区） 
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⑬消防・防災施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

香深井小学校区域避難路 2016 4 153.10 5.1% 72 

船泊小中学校区域避難路 2016 4 86.00 10.2% 49 

利尻礼文消防事務組合礼文支署 1983 37 545.20 72.0% 876 

船泊分遣所 1981 39 343.44 76.0% 515 

船泊分遣所倉庫 1976 44 29.00 100.0% - 

香深井分団格納庫 1980 40 23.20 100.0% 36 

内路分団格納庫 1994 26 25.50 100.0% 38 

差閉分団格納庫 1973 47 69.30 100.0% 8,541 

知床分団格納庫 1985 35 69.60 100.0% 45 

元地分団格納庫 1988 32 24.40 100.0% 33 

入舟分団格納庫 1982 38 69.60 100.0% 51 

大備分団五番地支部格納庫 1989 31 20.30 100.0% 8,358 

大備分団幌泊支部格納庫 1978 42 23.20 100.0% 36 

浜中分団格納庫 1995 25 74.50 100.0% 8,287 

浜中分団鉄府支部格納庫 1981 39 23.20 100.0% 36 

浜中分団西上泊支部格納庫 1979 41 26.50 100.0% 8,192 

上泊分団格納庫 1983 37 23.20 100.0% 36 

知床地区防災避難所 2014 6 790.28 11.0% 7,663 

平成 28 年度香深市街地 

シェルター付避難路 
2016 4 27.10 9.9% 30 

船泊小中学校区域防災備蓄庫 2016 4 44.20 20.1% 60 

香深井小学校区域防災備蓄庫 2016 4 0.00 20.1% 363 

起登臼地区避難路 2017 3 44.20 3.4% 77 

元地地区防災避難所 2018 2 224.00 2.2% 236 

上泊地区避難路 2019 1 72.60 0.0% - 

須古頓地区防災避難所 2016 4 745.03 - 575 

上泊地区防災避難所 2020 0 1,217.26 - - 

平成 26 年度香深市街地 

シェルター付避難路 
2014 6 212.80 - 159 

起登臼地区防災備蓄庫 2017 3 44.20 - 35 
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■利尻礼文消防事務組合礼文支署   ■船泊分遣所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■差閉分団格納庫    ■入舟分団格納庫 
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⑭上下水道関連施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

香深アクアプラント 2002 18 1,645.05 45.9% - 

船泊アクアプラント 2007 13 734.96 32.4% - 

 

■香深アクアプラント    ■船泊アクアプラント 
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⑮その他の施設 

■主な施設 

施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

船泊デジタルテレビ中継局 2010 10 7.00 19.8% 688 

礼文町葬斎場 1987 33 285.00 86.4% 4,779 

アワビ育成センター 1981 39 694.40 76.0% 43 

アワビ育成センター種苗施設 1981 39 69.56 100.0% 3 

除雪機格納庫 1982 38 210.21 100.0% 7 

旧上泊小学校屋内体育館 1992 28 498.00 59.4% 117 

旧内路小学校 1977 43 741.00 92.4% 80 

旧内路小学校屋内体育館 1993 27 500.00 57.2% 71 

旧神崎小学校 1966 54 970.00 100.0% 119,698 

旧神崎小学校屋内体育館 1979 41 399.00 88.0% 84 

入舟町職員住宅東棟 1991 29 136.71 75.6% 115 

入舟町職員住宅西棟 1991 29 137.64 75.6% 183 

会所前町職員住宅Ａ棟 1993 27 69.15 100.0% 65 

会所前町職員住宅Ｂ棟 2000 20 340.39 51.3% 38 

津軽町町職員住宅Ａ棟 1988 32 294.37 83.7% 1,859 

津軽町町職員住宅Ｂ棟 1995 25 336.72 52.8% 6,781 

津軽町町職員住宅Ｃ棟 1978 42 139.18 100.0% 1,566 

津軽町町職員住宅Ｄ棟 1976 44 140.84 100.0% 746 

香深井町職員住宅Ａ棟 1989 31 145.80 81.0% 1,415 

香深井町職員住宅Ｂ棟 1976 44 72.90 100.0% 1,068 

香深井町職員住宅Ｃ棟 1976 44 72.90 100.0% 13 

香深井町職員住宅Ｄ棟 1994 26 175.20 67.5% 3,375 

起登臼町職員住宅Ａ棟 1995 25 341.03 64.8% 3,439 

起登臼町職員住宅Ｂ棟 1994 26 95.71 100.0% 9 

大備町職員住宅Ａ棟 1995 25 336.72 64.8% 5,115 

大備町職員住宅Ｂ棟 1990 30 145.80 78.3% 876 

大備町職員住宅Ｃ棟 1993 27 350.40 70.2% 2,579 

大備町職員住宅Ｄ棟 1982 38 61.28 100.0% 98,593 

診療所職員住宅 1996 24 344.05 62.1% 42 

看護師住宅南棟 1996 24 175.20 - 248 

看護師住宅北棟 1998 22 175.88 - 162 

漁業者支援住宅１号 2014 6 63.46 23.0% 7 

漁業者支援住宅２号 2014 6 63.46 23.0% 7 

漁業者支援住宅３号 2015 5 63.46 18.4% 7 
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施設名称 
取得 

年度 

経過 

年数 
面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率（％） 

施設関連 

コスト（千円） 

漁業者支援住宅４号 2015 5 63.46 18.4% 7 

漁業者支援住宅５号 2016 4 63.46 13.8% 6 

漁業者支援住宅６号 2016 4 63.46 13.8% 4 

漁業者支援住宅７号 2017 3 63.46 9.2% 7 

漁業者支援住宅８号 2017 3 63.94 9.2% 8 

漁業者支援住宅９号 2018 2 69.50 4.6% 1 

漁業者支援住宅１０号 2018 2 69.56 4.6% 1 

漁業者支援住宅１１号 2019 1 61.90 0.0% 2 

漁業者支援住宅１２号 2019 1 61.90 0.0% 2 

漁業者支援住宅１３号 2020 0 61.90 - - 

漁業者支援住宅１４号 2020 0 61.90 - - 

旧船泊歯科診療所所長住宅 1994 26 167.60 - 10 

旧法務局 1986 34 195.77 - 414 

旧稚内開発建設部香深分駐所 1998 22 242.23 - - 

ふるさと応援体験道場 2016 4 177.39 17.7% 31,913 

ふるさと応援体験道場（水耕栽培施設） 2019 1 116.64 0.0% 57,944 

礼文町シェアハウス 2018 2 55.60 - 1,425 

礼文町移住体験住宅 2016 4 54.18 - 2,274 

上泊移住体験住宅 1988 32 106.11 - 1,734 

感染症対策住宅Ａ号棟 2020 0 29.01 - - 

感染症対策住宅Ｂ号棟 2020 0 29.01 - - 

■船泊デジタルテレビ中継局 ■旧内路小学校   ■旧神崎小学校 

 

■漁業者支援住宅（五番地地区） ■漁業者支援住宅（知床地区） ■アワビ育成センター 
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４．建築物系施設の建築年度別の状況 

 

 現行の耐震基準（新耐震基準）は、昭和 56 年（1981 年）に改正され、導入されたものです。新耐

震基準の考え方は、中規模の地震（震度 5 強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀に

しか発生しない大規模の地震（震度 6 強から震度 7 程度）に対しては、人命に危害を及ぼすような倒

壊等の被害を生じないことを目標としたものとなっています。 

 上記をひとつの基準とし、本町における建築年度別の延べ床面積（㎡）を見ると下表のとおりにな

ります。 

 本町においては、旧耐震基準（昭和 56 年以前）に建築されたものが、9.5％となっており耐震化が

進んでいます。 

 

■年度別・分類別建築延べ床面積                       （単位：㎡） 

  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S37～S46年 S47～S56年 S57～H3年 H4～H13年 H14～H23年 H24～R2

行政施設 医療施設 福祉施設

学校教育関連施設 スポーツ・文化交流施設 レクリエーション・観光施設

交通基盤施設 保養施設 コミュニティ施設

公営住宅 公園施設 環境衛生施設

消防・防災施設 上下水道関連施設 その他の施設

昭和56年（1981年）以前 旧耐震基準

7,434.22㎡ 9.5% 

昭和57年（1982年）以降 新耐震基準

70,705.05㎡ 90.5% 
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５．インフラ施設の状況 

（１）道路 

 本町の道路網は、主要幹線として東海岸を南北に走る道道礼文島線と、これに有機的に連絡した町

道による体系となっています。 

 町道及び道道は緊急搬送や住民・産業活動において重要な道路です。 

 また、近年の訪日外国人旅行者の増加による標識看板の多言語対応や、高齢ドライバーによる誤操

作事故も社会問題となっており、道幅の狭い本町では、ガードレールの設置など安全対策を見据えた

道路整備が求められてます。 

 

■町道の状況 

区分 昭和 55 年度末 平成 2 年度末 平成 12 年度末 平成 22 年度末 令和元年度末 

市町村道 

 改良率（％） 

 舗装率（％） 

 

9.2 

13.9 

 

14.3 

27.9 

 

20.8 

21.1 

 

21.0 

31.4 

 

26.1 

36.1 

農道 

 延長（m） 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

3,548 

 

（２）橋梁 

 本町が管理する道路橋は、現在 22 橋あり、このうち架設後 50 年経過している橋梁は 5 橋ありま

す。しかし、20 年後の令和 23（2041）年には、架設後 50 年以上の橋梁が全体の 50％に当たる 11 橋

となり、急速に老朽化が進みます。 

 今後、増大が見込まれる橋梁の修繕、架替えに要する経費に対し、可能な限りコスト縮減への取り

組みが不可欠です。 

 

 

 

 



35 

 

 

（３）河川 

 河川の全体の状況及び流域面積 5 ㎢以上の代表的な河川は下表の通りです。 

 

■ 河川全体の状況 

河川敷 延長（㎞） 流域面積（㎢） 

41 59.3 71.6 

  

■流域面積の大きな河川 

河川名 延長（㎞） 流域面積（㎢） 

大沢川 2.8 10.1 

大備川 5.2 10.0 

香深井川 3.0 8.4 

内路川 5.4 7.5 

赤岩川 4.2 6.0 

キトウス川 4.4 5.2 

 

（４）治山 

 礼文島は、海岸線に点在する住宅の背後が急傾斜となっている箇所が多いことから、ほぼ毎年の

ように治山工事が行われています。 

 これまでに実施された治山工事全体の状況と、工事金額１千 5 百万円以上の主要な治山工事の一

覧を掲載します。 

 

■治山工事全体の状況 

治山工事事業件数 
再調達価格 

（千円） 

減価償却累計額 

（千円） 

期末帳簿価額 

（千円） 

77 546,627 209,116 337,512 
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■主な治山工事 

事業名 
取得 

年度 

再調達 

価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

期末帳簿 

価額 

（千円） 

佐藤地先小規模治山事業 H8 16,421 7,882 8,539 

津軽町地先小規模治山事業 H12 18,600 7,464 11,196 

礼文神社地先小規模治山事業 H15 19,208 6,531 12,677 

坂本地先小規模治山事業 H16 15,000 4,800 10,200 

ニシウエントリ地区小規模治山事業 H17 16,979 5,094 11,885 

多田地先小規模治山事業 H18 19,209 5,379 13,830 

讃岐小規模治山事業 H19 15,319 3,983 11,336 

歯科診療所裏小規模治山事業 H21 19,259 4,237 15,022 

小野地先小規模治山事業 H23 16,979 3,056 13,923 

赤岩地区小規模治山事業 H27 17,236 2,068 15,167 

小規模治山  H29 26,838 1,610 25,228 

小規模治山 R2 16,170 0 16,170 

 

（５）簡易水道 

 本町の水道施設は、香深・内路・船泊の３か所の簡易水道施設で島内全域の給水事業を行っていま

すが、現在の取水施設は積雪期において施設の維持管理が非常に困難な立地場所であることに加え、

浄水場の水処理能力が限界を超えていること、施設全体が老朽化していることなどの影響により、安

定した水の供給が困難な状況にあります。 

 水道は町民生活や活動に不可欠なライフラインであり、安全で良質な水の安定的な供給を確保する

ためには、経営健全化の取組の推進と、老朽化した施設の計画的な更新整備を図る必要があります。 

 

（６）下水道 

 本町の下水道事業は、市街地を中心とした香深処理区と、船泊処理区の２処理区で構成されており、

香深処理区は平成 15 年３月、船泊処理区は平成 20 年３月にそれぞれ供用を開始しており、平成 24

年度の管渠布設により予定していた地域の整備が終了しています。 

 現在、集中的に整備した施設の老朽化に対応した維持管理、改修・更新を進めており、今後も老朽

化対応の必要性が増してくることや、人口減少等により使用料の減収が見込まれるなど、益々、経営

環境が厳しさを増していくことが予想されます。 

また、下水道処理区域外については、戸別の合併浄化槽整備事業を推進するなど、公共用水域の水

質保全と生活環境の向上を図る必要があります。 
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１．公共施設等の課題 

（１）公共施設等の修繕・更新等への対応 

 過去に整備を進めてきた公共施設等の老朽化が進んでいます。今後、これらの公共施設等の改修・

更新等の費用が発生することが見込まれ、今までのように改修・更新等への投資を継続していくと、

町の財政を圧迫し、他の行政サービス（機能）に重大な影響を及ぼす可能性が出てくることが予想さ

れます。 

このような状況を回避するには、改修・更新等にかかる費用を全体的に抑制するとともに平準化さ

せることが必要であり、今後は、中長期的な視点による計画的・戦略的な公共施設等の再編成・管理

に取り組み、将来にわたっての取捨選択を行う必要があります。 

また、現在保有する公共施設等の情報については、一元管理し、より効率的な管理・運営を推進し

ていくための組織体制の構築が課題となります。 

 

（２）人口減少・少子高齢化社会への対応 

 本町の総人口は、昭和 30 年代前半をピークに高度経済成長期に急激に減少し、以降も緩やかでは

ありますが減少傾向が続いています。礼文町人口ビジョンによれば、令和 22 年（2040 年）には 1,755

人になるものと推計されています。 

そのため、このような人口構成の大きな転換に伴う町民のニーズの変化に対応すべく、適正な公共

施設等の総量規模や配置を検討していく必要があります。 

また、地域によって人口増減の傾向や少子・高齢化の進行状況が異なっていることから、各地域の

特性に応じた公共施設等の適正な配置や管理・運営を行っていく必要があります。 

 

（３）逼迫する財政状況への対応 

 今後、人口の減少に伴い町税収入等一般財源の減少が予想されることに加えて、少子・高齢化に伴

う扶助費等の義務的経費が増加することから、公共施設等の維持管理のための投資的経費等の財源確

保が出来なくなることが見込まれます。 

こうした厳しい財政状況の中で、公共施設等の管理・運営にかかる費用を縮減し、なおかつ機能の

維持を図っていくことが大きな課題となります。 

また、民間企業との連携や、町民との協働も視野に入れながら、事業の効率化や維持管理費の削減

に取り組む必要があります。そのために、普通建設事業に係る地方債発行の抑制、経常経費の節減合

理化、公共施設の管理・運営等の見直しや適切な維持修繕のための総合管理計画の策定を行い、更に

事務事業や組織・機構の適宜見直し、民間委託の推進など行財政全般にわたる改革を積極的、計画的

に推進します。  

Ⅲ 公共施設等の計画的な管理に関する基本方針
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２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

 公共施設マネジメントとは、縦割りにより各部署で管理していた公共施設等を一元的に把握して将

来の費用負担を推計し、その上で、老朽化した施設の統廃合や余剰施設の複合的な活用、施設の長寿

命化や民間資金の導入などを行い、一定の行政サービスを維持しつつ、長期的な財政支出の削減を図

る取組みをいいます。 

現状や課題に関する基本認識を踏まえ、公共施設マネジメントにおいては、人口構成など地域の特

性や住民ニーズを踏まえながら、本町において、目指すべき将来像「町民と行政が支え合う協働のま

ちづくり」の視点を重視し、地域の将来像を見据えた公共施設等の適正な配置等の検討を行っていき

ます。 

また、将来の人口動向や財政状況を踏まえ、新規の公共施設（建築物）は、供給量を適正化するこ

ととし、公共施設等のコンパクト化（統廃合、規模縮小等）の推進を図ります。 

既存施設については、老朽化の状況や利用実態及び今後の需要見通しを踏まえ、今後とも保持して

いく必要があると認められた施設については、計画的な修繕・改善による品質の保持に努め、施設の

有効活用を図ります。また、情報の一元管理や共有を図るための管理システムの構築、全庁的な推進 

体制の確立及び民間活力の導入の検討などにより、効率的な管理・運営を図ります。 

 

①公共施設（建築物） 

■供給に関する方針 

〇機能の複合化等による効率的な施設配置 

・老朽化が著しいが、町民サービスを行ううえで廃止できない施設については、周辺施設の立地状況

を踏まえながら機能の複合化や更新等により、効率的な施設配置及び町民ニーズの変化への対応を

図ります。 

〇施設総量の適正化 

・町民ニーズや上位・関連計画、政策との整合性、費用対効果を踏まえながら、人口減少や厳しい財

政状況を勘案し、必要なサービス水準を確保しつつ施設総量の適正化（縮減）を図ります。 

 

■品質に関する方針 

〇予防保全の推進 

・日常点検、定期点検を実施し、劣化状況の把握に努めるとともに、点検結果を踏まえた修繕や改修

の実施により予防保全に努めます。 

〇計画的な長寿命化の推進 

・建築後長期間経過した施設については、大規模改修の検討と併せ耐震化を推進するとともに、長期

的な修繕計画の策定や点検等の強化などにより、計画的な維持管理を推進し、必要に応じて施設の

長寿命化を図ります。 
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■財務に関する方針 

〇長期的費用の縮減と平準化 

・改修・更新等の費用の縮減と更新時期の集中化を避けることにより、歳出予算の縮減と平準化を図

ります。 

〇維持管理費用の適正化 

・改修・更新等の費用の縮減と更新時期の集中化を避けることにより、歳出予算の縮減と平準化を図

ります。 

〇民間活力の導入 

・PPP1や PFI2などの手法を活用し、施設の整備や管理・運営における官民の連携を図り、財政負担の

軽減と行政サービスの維持・向上を図ります。 

 

②インフラ系施設 

■供給に関する方針 

〇社会構造の変化を踏まえ、適正な供給を図ります。 

 

■品質に関する方針 

〇長寿命化の推進 

・道路、橋梁、河川、上下水道といった施設種別ごとの特性を考慮し、中長期的な経営視点に基づく

計画的な維持管理を行います。 

 

■財務に関する方針 

〇維持管理費用の適正化 

・計画的な点検や維持補修により、維持管理費用の適正化及び平準化を図ります。 

〇民間活力の導入 

・PPP や PFI などの手法を活用し、施設の整備や管理・運営における官民の連携を図り、財政負担の

軽減と行政サービスの維持・向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 PPP…パブリック・プライベート・パートナーシップの略で、公民が連携して公共サービスの提

供を行うスキーム。 

2 PFI…プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略で、公共施工等の設計、建設や維持管理及

び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的

かつ効果的な公共サービスの提供を図る考え方。PPP の代表的な手法のひとつ。 
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（２）公共施設の「施設総量」に関する基本的な考え方 

① 財政状況や人口推計などを踏まえ、施設総量について目標値を定め、一定範囲内にコントロ

ールする考え方を導入する。 

② 行政が提供しなければならないサービスは何かを常に検討し、町民・民間企業・社会福祉法

人・NPO 法人などと協力して、地域社会全体としてサービス提供を実現する（サービスのう

ち一定割合のみ行政が担う考え方もある）。 

③ 公共施設は本来の目的の他にも広い役割を担っており、まちづくり・防災・地域コミュニテ

ィなどの拠点であることを認識し、実施段階においては地域性を十分考慮する。 

 

（３）公共施設の「安全性・長寿命化」に関する基本的な考え方 

① 耐震補強や点検の実施により、安全性を確保する。 

② 既存の施設を長寿命化し、極力長く使えるようにする。 

③ 不具合発生の都度修繕を行う「事後保全」から、不具合が起こる前に計画的に修繕する「予

防保全」への転換を目指す。 

④ ユニバーサルデザイン3対応、環境負荷軽減対応などを適宜実施し、時代が求めるスペックの

施設となるように努める。 

 

 

 

（４）町民参加に関する基本的な考え方 

① 公共施設は、町民の大切な資産であることを認識し、公共施設の課題と問題意識を共有する。 

② 公共施設に関する検討の際には、町民参加による合意形成を図るものとする。合意形成にあ

たっては、特定の利害関係に影響されることなく、公平な意見聴取となるように留意する。 

 

                                                 

3 ユニバーサルデザイン…文化・言語・国籍や老若男女の違いや障がい・能力の如何を問わずに利用

することができる施設・製品・情報の設計をいう。 

 

建物の総量と安全

性・長寿命化は分

けて考える。 

それぞれに取組が

必要。 
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３．公共施設等の総量に関する基本方針 

（１）資産更新の方針 

長寿命化を積極的に推進しても、いずれ寿命がやってきます。更新（建替え）を考える際に、考慮

すべきことは下記のとおりです。これらを検討して、必要なものについては更新を行うものとします。 

 

① さらに長寿命化できないか（施設状態の点検）。 

② 複合施設にできないか（他の建物に同居できないか。他の施設を取り込めないか）。 

③ 施設の事業（ソフト面）が、今後も長期間にわたりニーズがあるかどうか検討。 

④ 法規面で問題はないか（用途地域など）。  

⑤ 更新によって維持管理経費がどの程度縮減できるかを試算。 

 

（２）用途廃止施設の方針 

用途廃止施設の処分や転用などについては、以下の方針で取り組んでいきます。 

 

① 使用できない建物は解体する（管理費用の縮減と防犯リスク低減）。 

② 敷地については、売却や、他の施設の移転先として活用できないかを検討する。 

③ 使用可能な建物は、用途変更、売却、解体、現状維持などを比較検討する。 

 

（３）施設総量適正化の具体的な取り組み 

①公共施設（建築物） 

 効率よくサービス提供し、同時に規模を適正化できる方策には、次のようなものがあります。 

まず、用途転換は、建物躯体はそのままで、内装だけを改修して、これまでと違う施設として利用

する方法です。ニーズが増加して、これまでの施設数では不足しており、増設を検討する場合などに

有効な選択肢となるものです。また、新築する場合に比べて迅速にサービス提供できることもメリッ

トの一つです。そして複合化は、建替え時などに、1 つの建物に複数の施設が入居する手法で、これ

までにも行われてきました。建物共用は、同じ建物、同じ部屋を、曜日や時間帯によって別の施設と

して使う方法です。 

これらの方策は、既に一部実施されているものもありますが、今後はより積極的に取り組めるよう

な体制づくりが重要であると考えられます。 
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■統廃合（機能移転） 

今後の人口減少に適切に対処し、コンパクトなまちづくりに取り組むとともに、将来にあっても豊

かさとゆとりを実感できる、持続可能な地域社会を目指します。既存公共施設においては、維持（建

て替え）、廃止（取り壊し）、 譲渡（民間等譲渡）、複合化のいずれかを選択し、維持（建て替え）を

選択した場合には、既存施設に対して減築若しくは、他の施設との複合化を検討することとします。 

検討対象施設については、建築基準法改正前、昭和 56 年（1981 年）以前に建てられたもの、また、

総務省から提示されている基準にて耐用年数を設定し、計画策定最終年次 2026 年時に耐用年数を超

える施設を対象とするほか、耐用年数に満たない施設においても、現在の利用状況によって前倒しで

廃止するもの、将来の地区別人口及び年齢構成データをもとに施設ごとの利用者推計を行い、廃止ま

たは維持、民間への譲渡とする施設に分類し、譲渡にあっては準備期間を考慮した時期を定めること

として、整理を行います。 

 

■施設の複合化 

役場庁舎と公民館、スポーツ施設と文化施設等々、異種の複合化により利用度の増加にも繋がりま

す。施設の複合化は、資産更新問題が登場する前から、各町で実施され、それなりの実効を上げてい

ます。共用部分は延床面積の 40%を占めるという報告もあり、10%を超えるコストダウン実績も公表 

されています。今後も複合化施設の増加が予想されます。 

 

■民間委譲 

施設の民間委譲を検討する。委譲時期は、現状の施設の利用状態、老朽化の度合い、民間事業者の

成熟度などを勘案のうえ個々に決定します。 

対象施設としては、保育所、地域会館、廃校舎などが想定されます。 

民間委譲の方法としては、民間の意向を提案方式などにより事前に広く求めることが必要となりま

す。それでも代替可能な民間事業者がいない場合は、民間委譲は困難となるため、統廃合、広域化の

対象とします。 

また地域社会の実情に合った将来のまちづくりにおいて、PPP／PFI 等による公共施設の管理運営

も含め、現在の管理手法を改善する施策について検討します。 

 

②インフラ系施設 

インフラについては中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化し

ていくため、インフラの長寿命化を図り、大規模な修繕や更新をできるだけ回避することが重要です。

このため、施設特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微である、早期段階に予防

的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予防保全型維持管理」の導入を推進します。 

維持管理コストは、管理水準や採用する構造・技術等によって大きく変化します。このため、新設・

更新時には、維持管理が容易かつ確実に実施可能な構造を採用するほか、修繕時には、利用条件や設

置環境等の各施設の特性を考慮するなど合理的な対策を選択します。 
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４．公共施設等の維持管理方針 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設の基本的考え方は、適正な公共投資並びに公共施設の維持管理費を節減するためのコンパ

クトなまちづくりに資するべく、建替・更新時の統廃合などでの維持・再編を図ります。 

施設の適切な維持管理により建物の性能を十分に発揮することができます。専門的・技術的知識の

ほか、日常の維持管理が重要となります。 

公共施設等は利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は各施設で異なり、その

状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、施設寿命を精緻に評価するこ

とは技術的に困難であるという共通認識に立ち、各施設の特性を考慮した上で、定期的な目視点検・

診断により状態を正確に把握します。 

インフラについても、維持管理費の節減を図るため、長寿命化をはかります。インフラの健全度の

把握については、定期的な点検の実施による予防的かつ計画的な対応を行うこととします。点検・診

断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、これ

らの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を個々の施設カルテとして記録し、次期点

検・診断等に活用します。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設については、建物の劣化状況や担当部署の意見、各施設の耐用年数経過状況を踏まえて検

討し、社会状況の変化、町民ニーズの変化等を考慮し修繕・更新を計画的に実施します。更新に際し

ては光熱水費などの維持管理費の削減につながる仕様を推進します。 

また更新時においては、PFI 事業などの公民連携による民間資金、ノウハウを活用・導入する検討

を行います。 

 

（３）安全確保の実施方針 

施設については、災害時の避難施設としての役割を持つ施設も多く、その機能・安全性の確保に向

けた施設価値を向上させる取り組みも必要となります。ユニバーサルデザインの活用を図り、町民誰

もが利用しやすい施設・設備の整備を進めていきます。環境性能など質的向上への対応、建設廃棄物

の抑制、省エネルギー化の推進など環境にも配慮します。 

また点検・診断等により高い危険度が認められた施設については、立入禁止や利用休止などの安全

対策を講じ、利用者の安全性を確保します。なお、引き続き利用が必要と判断された場合は、緊急性・

重要性を勘案して、必要な改修等を行います。また、供用廃止となり、かつ今後も利用見込みのない

施設については、速やかに除却や売却等の検討を行います。 
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（４）耐震化の実施方針 

耐震化未適合施設について、本計画の方針に沿って当該施設の必要性を判断したうえで、存続を判

断された施設については、耐震化率向上を目指し、計画的・効果的な整備実施を図ります。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

今後も維持継続していく必要がある施設については、定期的な点検や修繕による予防保全に努める

とともに、計画的な機能改善による施設の長寿命化を推進します。 

また、今後策定する個別の長寿命化計画については、公共施設等総合管理計画における方向性との

整合を図ります。 

 

①大規模改修時期の検討 

長寿命化の目標は、一般的に建替えや解体まで 60 年の施設を 80 年にするなどの長寿命化目標と

し、大規模改修等を実施することも検討します。 

将来の維持更新費の算出には、通常 30 年で大規模改修時期を迎える公共施設に対し、40 年で大規

模な改修を実施して 80 年に到達するまで使用するなど施設の建替え時期を考慮して、延命化を検討

します。 

 

②公共施設（建築物）の長寿命化 

公共施設（建築物）は、点検・改修などを計画的に実施し、内装や設備機器を定期的に交換するこ

とにより品質を向上させ、耐用年数の延命化を推進します。 

また、廃止する公共施設の中でも耐久性の高い構造施設は、用途変更を検討して、建物の内装や設

備などを改修し、長期間使用することが可能となります。 

 

③インフラ施設の長寿命化 

インフラ施設は、個別の長寿命化計画などに基づき、耐久性の高い材料の採用、施工方法などを検

討し、品質を向上させるため、予防保全による計画的な修繕を行い、使用期間の延命化を推進します。 

 

５．フォローアップの実施方針 

この計画の内容については、今後の財政状況や環境の変化に応じて、適宜見直しを行います。また、

公共施設等の適正配置の検討にあたっては、議会や町民に対し随時情報提供を行い、町全体で認識の

共有化を図ります。 
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１．公共施設（建築物） 

（１）実施した対策の実績 

平成 28 年度（計画策定）から令和３年度（計画改訂）までに行った公共施設（建築物）の改修・

更新の主な取り組みは下記のとおりです。小規模修繕や設備修繕は除き、大規模工事のみ記載して

います。 

 

年度 施設名 対策内容 

Ｈ28 大備町職員住宅Ｂ棟 屋根改修 

津軽町町職員住宅Ａ棟 外壁改修 

富士見団地（棟№5） 長寿命化 

富士見団地（棟№6） 長寿命化 

Ｈ29 津軽町町職員住宅Ｃ棟 屋根・壁改修 

香深井町職員住宅Ｂ棟 屋根・壁改修 

元地団地（棟№3） 長寿命化 

富士見団地（棟№7） 長寿命化 

船泊中学校校舎 大規模改修 

Ｈ30 香深井町職員住宅Ａ棟 屋根・壁改修 

津軽町町職員住宅Ｂ棟 屋根・壁改修 

大備団地（棟№5） 長寿命化 

香深井団地（棟№4） 長寿命化 

船泊小学校屋内運動場 大規模改修 

香深アクアプラント 長寿命化 

Ｒ1 大備町職員住宅Ｃ棟 屋根・壁改修 

知床地区防災避難所 外壁改修 

香深アクアプラント 長寿命化 

Ｒ2 入舟町職員住宅東棟 屋根・壁改修 

大備団地（棟№10） 長寿命化 

礼文小学校校舎 大規模改修 

Ｒ3 香深井町職員住宅Ｃ棟 屋根・壁改修 

礼文町役場庁舎 外壁改修 

大備団地（棟№7） 長寿命化 

礼文小学校校舎 大規模改修 

礼文町総合交流促進施設 大規模改修 

Ⅳ 
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（２）行政施設 

 行政施設はいずれも町の行政サービスの基幹となる施設であり、現在の施設は維持管理費の圧縮を

図りながら現状維持とします。また、耐用年数の到来時期を見据え、建替時には他の施設との複合化

も視野に入れて検討します。 

 

（３）医療施設 

船泊診療所は比較的新しい施設であり、維持管理費の圧縮を図りつつ、現状維持とします。歯科診

療所は２箇所とも老朽化が進んでいますが、特に船泊歯科診療所は耐用年数を大幅に過ぎているため、

更新等の早急な対応が必要です。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

医療の確保 診療施設 

診療所 

 

国保診療所施設・設備等整備事業 

 

（４）福祉施設 

福祉施設はいずれも新しい施設が多いことから、当面は維持管理費の圧縮を図りつつ、現状維持と

します。将来的には世代別人口構成等も加味しつつ、更新時に同規模のまま建替えするかどうか等に

ついて検討します。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向

上及び増進 

児童福祉施設 

保育所 

 

香深保育所施設改修事業 
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（５）学校教育関連施設 

小学校・中学校の数校は現状維持としますが、老朽化が進んでいる校舎・体育館・ 教職員住宅は計

画的に改修を行い、施設の長寿命化を図ります。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

教育の振興 学校教育関連施設 

校舎 

 

礼文小学校校舎大規模改造工事 

 屋内運動場 船泊中学校屋内運動場長寿命化改修工事 

 教員住宅 へき地教職員住宅新築工事 

 

（６）スポーツ・文化交流施設 

 いずれも耐用年数が到来するまでにはある程度の期間があるため、その間に施設の利用状況等を加

味し、建替時に現状維持か縮小・複合化等の方針を判断します。また、利用状況の拡大・向上ととも

に維持管理費の削減に努め、より効率的な運営を目指します。 

 

（７）レクリエーション・観光施設 

 耐用年数が到来している施設については、利用状況等を加味し、同規模での建替えが妥当かどうか

を判断します。町としての観光産業振興の方針も踏まえ、観光施設全体の管理方針を検討します。 

 

（８）交通基盤施設 

 フェリーターミナルは維持管理費の圧縮に努めつつ、現状維持とします。バスの待合所は古くなっ

ているものが多いことから、安全性の観点からも更新の必要性について検討します。 

 

（９）保養施設 

 町の観光産業を支える重要な施設のひとつとして、利用状況の向上と維持管理費の圧縮に努めます。

施設はまだ新しいので、当面は現状維持としますが、利用者のニーズに耳を傾け、今後の施設運用の

見直しも視野に入れながら、利用者の増加に努めます。 
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（10）コミュニティ施設 

 耐用年数を迎えている施設も多く、建替えにあたっては地域ごとの利用状況も踏まえ、同規模での

更新が妥当かどうか判断します。場合によっては複数の施設を統廃合することも視野に入れ、また、

防災の見地から一時避難所の役割も考慮した検討が必要な施設と言えます。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

集落の整備 その他 コミュニティ活動拠点整備事業 

コミュニティ会館整備 

 

（11）公営住宅 

入居状況等を考慮し、適正戸数を定め長寿命化の実施を検討します。古くなって耐用年数が到来し

た棟については、建替えの際に戸数等を調整します。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

生活環境の整備 公営住宅 公営住宅整備事業 

 

（12）環境衛生施設 

ごみ処理施設は、住民の生活に必要不可欠なものであり、原則現状維持とします。また、耐用年数

が到来した際には更新の方針とします。 

町内各地の公衆便所は必要箇所数を再検討しつつ、老朽化したものの建替えを検討します。 

 

（13）消防・防災施設 

消防施設のうち、利尻礼文消防事務組合礼文支署庁舎については、耐用年数こそ残っているものの、

消防体制及び救急業務体制の充実を図るうえで、立地条件や建物の規模を見直す必要があります。ま

た、既に耐用年数を迎えている消防器具格納庫や分団の詰所は、消防組合の施設管理方針に沿って、

更新等の対応を検討します。 

廃校舎を避難所として転用する場合は、大規模な改修費用が見込まれるので、他の施設更新費用と

の兼ね合いを考慮のうえ、実施します。 
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（14）上下水道関連施設 

ごみ処理施設や消防施設と同様、住民の生活基盤として必要不可欠な施設であり、原則現状維持の

うえ、耐用年数が到来したものは更新を検討します。 

簡易水道施設はほとんどが耐用年数を迎えているので、古いものから順次建替えを実施します。 

 

（15）その他の施設 

他の施設分類に該当しない固有の施設は、原則現状維持とします。用途廃止された建物については、

転用が見込めない場合は、安全性や維持管理費の観点から解体・撤去も視野に入れ検討します。 
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２．インフラ系施設 

（１）道路、橋梁 

インフラ系施設に関しては、規模の縮小や廃止を図ることは困難であるため、原則は現状維持とし、

新設は行わないこととします。道路については、定期的に点検等を行い、効率的な費用配分を行い、

順次補修等の対応を実施します。 

橋梁については、長寿命化計画に従って適正な点検の実施と予防的保全に努めます。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

交通通信体系の

整備、交通手段の

確保 

道路 

 

町道整備事業（改良・防雪柵、舗装等） 

町道維持 

橋りょう 橋梁長寿命化修繕事業 

 

（２）河川、治山、上下水道 ほか 

町の地勢から例年一定規模の治山工事が必要となります。上下水道に関しては、将来的な法適用化

も見据え、現在策定中の経営戦略に沿って、適切な資産管理を行います。 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

生活環境の整備 水道施設 

 簡易水道 

下水処理施設 

 公共下水道 

 

簡易水道増補改良事業 

 

下水道長寿命化事業 

橋りょう 橋梁長寿命化修繕事業 

その他 治山事業（土留工、配水工等） 

河川整備事業 
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３．公共施設等の将来の資産更新必要額と個別施設計画の財政効果 

 

（１）公共施設 

 個別施設計画の方針を実施した場合、財政効果は以下のとおりです。次期計画を見据え、更なる施

設の統廃合、複合施設化、再配置の検討を始める必要があります。 

 

【単純更新の費用】                            （単位：千円） 

 

（単位：千円） 

 R3(2022）～ 

R7（2026） 

R8(2027）～ 

R12(2031) 

R13(2032)～ 

R17(2036） 

R18(2037)～ 

R22(2041） 

R23(2042)～ 

R27(2046） 

R28(2047)～ 

R32(2051） 
R33(2052)～ 合計 

行政施設 0 0 1,358,076 13,608 747,992 0 0 2,119,676 

医療施設 182,880 0 0 6,401 0 1,015,870 0 1,205,150 

福祉施設 0 0 164,964 0 207,600 74,177 0 446,741 

学校教育関連施設 338,969 708,332 653,176 281,160 583,711 0 2,958,120 5,523,467 

スポーツ・文化交流施設 93,412 190,832 0 0 2,816,800 0 0 3,101,044 

レクリエーション・観光施設 231,275 0 97,092 26,827 0 0 1,800 356,994 

交通基盤施設 17,732 74,252 0 975,344 0 0 0 1,067,328 

保養施設 0 0 0 0 0 0 586,087 586,087 

コミュニティ施設 1,632,876 0 0 176,220 40,800 0 0 1,849,896 

公営住宅 1,123,976 636,182 0 168,210 997,976 0 267,408 3,193,753 

公園施設 71,372 0 29,159 0 0 0 0 100,531 

環境衛生施設 100,631 5,184 325,843 0 75,600 501,264 454,280 1,462,802 

消防・防災施設 200,600 155,056 235,760 0 119,520 10,840 1,298,588 2,020,364 

上下水道関連施設 0 0 0 592,218 264,586 0 0 856,804 

その他の施設 1,428,998 579,870 737,338 813,553 207,778 0 23,407 3,790,944 

合計 5,422,722 2,349,708 3,601,407 3,053,541 6,062,362 1,602,151 5,589,691 27,681,582 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

R3(2022）～

R7（2026）

R8(2027）～

R12(2031)

R13(2032)～

R17(2036）

R18(2037)～

R22(2041）

R23(2042)～

R27(2046）

R28(2047)～

R32(2051）

R33(2052)～
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【更新方針適用後の費用】                          （単位：千円） 

 

（単位：千円） 

  
R3(2022）～ 

R7（2026） 

R8(2027）～ 

R12(2031) 

R13(2032)～ 

R17(2036） 

R18(2037)～ 

R22(2041） 

R23(2042)～ 

R27(2046） 

R28(2047)～ 

R32(2051） 
R33(2052)～ 合計 差額 

行政施設 0 0 848,798 8,505 467,495 0 0 1,324,798 △794,879 

医療施設 101,600 0 564,372 0 0 0 0 665,972 △539,178 

福祉施設 0 0 84,981 0 207,600 38,213 0 330,794 △115,947 

学校教育関連施設 174,621 364,898 336,484 144,840 300,699 0 1,523,880 2,845,423 △2,678,045 

スポーツ・文化交流施設 58,383 119,270 0 0 1,760,500 0 0 1,938,153 △1,162,892 

レクリエーション・観光施設 105,962 0 53,940 0 14,904 0 1,000 175,806 △181,188 

交通基盤施設 11,083 46,408 0 609,590 0 0 0 667,080 △400,248 

保養施設 0 0 0 0 0 0 325,604 325,604 △260,483 

コミュニティ施設 492,392 167,604 445,828 590,818 25,500 0 0 1,722,142 △127,755 

公営住宅 682,414 386,254 0 102,128 605,914 0 162,355 1,939,064 △1,254,689 

公園施設 36,768 0 15,021 0 0 0 0 51,789 △48,742 

環境衛生施設 37,096 2,880 62,224 0 0 501,264 196,652 800,116 △662,686 

消防・防災施設 125,375 96,910 147,350 0 74,700 6,775 811,618 1,262,728 △757,637 

上下水道関連施設 0 0 0 329,010 146,992 0 0 476,002 △380,802 

その他の施設 1,024,130 364,208 281,864 177,922 90,672 0 26,442 1,965,237 △1,825,707 

合計 2,849,822 1,548,431 2,840,862 1,962,812 3,694,976 546,252 3,047,550 16,490,705 △11,190,877 
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R13(2032)～
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R22(2041）

R23(2042)～

R27(2046）

R28(2047)～

R32(2051）

R33(2052)～
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（２）橋梁 

 橋梁長寿命化修繕計画では、橋梁点検結果を基に、60 年間の橋の劣化の進み方を予測し、修繕シナ

リオ別に発生する費用のシミュレーションを実施しました。 

大規模補修・更新となった場合、60 年間の累計費用が約 15 億円程度、予防保全を行った場合の費

用は約４億円程度であり、予防保全による 60 年間のコスト縮減効果は約 11 億円程度が見込まれま

す。 

 

 

 

（３）水道 

 既存の施設の機能診断により対象施設の実情を踏まえ長寿命化（維持）を実現し、中長期的な更新

投資の節減、投資額の平準化を図ります。 

 重要給水施設への配水管について耐震性のあるものに更新しています。また、老朽管（石綿セメン

ト管等）の計画的な更新、さらに道路改良工事に合わせて老朽管の更新を図ります。 
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１．推進体制 

 

 公共施設マネジメントの推進に当たっては、全ての公共建築物を一元的に情報管理し、組織横断的

な調整に当たる組織及び意思決定機関として、「公共施設等マネジメント庁内推進委員会（仮称）」を

立ち上げる予定となっています。 

 また、インフラ資産等については、専門的な技術やノウハウの蓄積がある、それぞれの所管課にお

いて公共施設マネジメントを推進します。 

 今後、総合管理計画の方針や本計画における各施設の方向性に基づき、個別施設ごとに具体的な取

り組みを行いますが、事務的な整理や整備手法などの検討や具体的な対策の実施にあたっては、対象

施設に関連する町民・施設利用者・関係団体等との協議を行い、十分な調整と合意形成を図りながら

進めます。 

 また、長寿命化や複合施設化、予防・維持保全の推進を行う施設については、それぞれ修繕（改修）

計画を策定し、実際の事業実施に際しては、財政状況との整合性を図り財政負担の平準化を図ります。 

 

２．情報等の共有 

 

 「新しい公会計」の視点を導入し、固定資産台帳等の整備を進めていく中で、保有する公共施設等

の情報一元管理体制を整え、システム等の活用により庁舎内の情報共有を図ります。 

 また、これらの一元化された情報を基に、事業の優先順位を判断しながら、持続可能な施設整備・

運営管理を行います。 

 

３．町民等との協働 

 

 公共施設の在り方を検討する際には、町ホームページを活用した情報発信など、町民からの意見・

要望を採り入れながら、公共施設マネジメントを推進します。 
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４．PDCA サイクルの確立 

 

 本計画は公共施設マネジメントに PDCA サイクルを採り入れ、常時、Plan（計画）➡Do（実行）

➡Check（評価）➡Action（改善）を意識することにより、計画自体を継続的に改善していきます。 

 施設所管課は、本計画に基づいて施設ごとに再編計画や保全計画を作成し、効果の検証と課題等を

確認、内容の検討を繰り返すことにより、適正な計画へと見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 

計画 

Do 

  実行 

Action 

改善 

Check 

評価 

Ａ  Ｐ 

Ｃ  Ｄ 

各計画についても PDCA サイクルにより

計画の評価、課題について改善を繰り返

し、適宜上位計画に反映させる 

・公共施設等総合管理計画 

・個別施設計画 など 

課題について具体的な 

改善対策の検討 

各計画について実行 
実行した計画内容につい

て現状を把握し、課題の 

洗い出しを行う 
 

効果の検証や課題に 

ついて報告する 
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